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長期修繕計画の見直しのポイント
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１.長期修繕計画とは

１）目的：適切な内容の長期修繕工事計画（支出）、

及び、修繕積立金（収入）のバランスを保つ。

２）計画期間：将来30年以上、

又は、大規模修繕工事2回分を含む期間を対象。

修繕積立金を使う修繕工事をいつどのくらいの

費用で行うかの目安を定める。

３）対象マンション：主として区分所有者が自ら居住する

マンションの共用部。
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『長期修繕計画は、マンションのライフプラン』
POINT
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２.様式（書式）について

（１）販売会社や管理会社の作成する長期修繕計画様式。

（２）国土交通省監修による長期修繕計画標準様式。

【特徴】

         １）長期修繕計画の内容の理解やチェックなどを容易

にするための『標準的な様式』。

 ２）推定修繕工事項目の漏れによる修繕積立金の

不足を防ぐ為、標準的な『推定修繕工事項目』が

示されている。
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『書式（様式）に決まりはない。』
POINT
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２.様式の構成について
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【基本事項整理用】
様式第１号 マンションの建物・設備の概要等

様式第２号 調査・診断の概要

様式第3-1号 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方

様式第3-2号 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容

【収支計画・修繕積立金 具体的設定用】
様式第4-1号 長期修繕計画総括表

様式第4-2号 収支計画グラフ

様式第4-3号 長期修繕計画表（推定修繕工事項目）

様式第4-4号 推定修繕工事費内訳書

様式第５号 修繕積立金の額の設定

『誰にでも分かり易く。』
POINT



３.見直しに際して

１）専門家に委託することが多い。

２）マンションの管理を委託している管理会社に委託。

３）（財）マンション管理センターなどの機関に作成依頼。
【用語の定義】

①専門家：建築士事務所、マンション管理士など。

②推定修繕工事：計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事。

③計画修繕工事：計画的に実施する修繕工事及び改修工事。

④大規模修繕工事：建物の全体または複数の部位について行う大規模な

計画修繕工事。（仮説足場を必要とする工事）
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『まずは、専門家の知恵を借りよう。』
POINT
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４.見直しの基本的な考え方-1

（１）見直しの目的：

不確定事項をより正確な工事費、

修繕時期・積立金額に修正。
【不確定事項例】

①建物及び設備の想定外な劣化状況。

②社会的環境および生活様式の変化。

③新たな材料、工法などの開発およびそれによる修繕周期、単価などの変動。

④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、消費税率などの変動。

上記の状況を考慮して、

１）修繕工事および改修工事の内容、時期、概算の費用等が適切かを確認する。

２）計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の過不足を確認する。

３）見直し結果について、区分所有者の合意を得て、工事の円滑な実施を図る。
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サッシや機械式駐車場等の
改修工事の欠落



４.見直しの基本的な考え方-2

（２）見直し時期：
5年程度毎や大規模修繕工事後等。

（３）見直しの対象範囲：
敷地、建物の共用部分および付属施設を対象。

（４）見直し前提条件：
①修繕工事を基本とする。

②建物及び設備の性能を向上させる改修工事を設定する。

③法定点検等の点検および経常的な修繕工事を適切に

実施する。

④計画修繕工事の実施の要否、内容などは事前に調査・

診断を行ない判断する。
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４.見直しの基本的な考え方-3

（５）見直しの精度

①工事や積立金の額を計画期間に変更しない計画ではない。

⇒３０年以上という長期間に不確定な内容が多い。

『一定期間ごとに見直して行く。』ことを

区分所有者に十分に説明することが重要。
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『長期修繕計画は、不変の計画ではない。』
POINT
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４.見直しの基本的な考え方-4

（６）築年数による見直しの違い
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”築世代で考える大規模修繕工事”

旧耐震 新耐震

西暦 1964 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

築年 61 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 12 10 5 1

瑕疵担保補償

アスベスト含有材料

第４回目修繕工事

給排水改修工事

機械式駐車場更新工事 機械式駐車場更新工事

昇降機改修工事 昇降機改修工事

・防水工事
・塗膜付着力不足

第１回目

手摺・金物改修工事 サッシ改修工事 第２回目修繕工事

第３回目修繕工事

終活の検討も

小修繕工事も
履歴に残す。
修繕工事準備建築以外の工事を検討しなが

ら収支の確認を



５.見直しの手順（調査診断等）

（１）調査診断の実施：

『建物の現状を把握し作成する。』

調査診断は、建物の健康診断。
①設計図書、修繕工事（小修繕工事を含む）の履歴などの資料調査。

②建物などの状況調査。

③区分所有者（賃貸者などの居住者含む）に対するアンケート調査。

（２）マンションの将来ビジョンの検討
①どのような生活環境を望むのか。

②必要とする建物及び設備の性能・機能などについて充分に検討する。

必要に応じて、建物及び設備の耐震性、断熱性、省エネ性などの

性能向上を図る改修工事の実施について検討を行う。
11

09

POINT

POINT

定期的実施が
必須



５.見直しの手順（各様式の作成）-1
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様式第１号 マンションの建物・設備の概要等

建物概要

設備概要

点検・修繕履歴

積立金等
会計状況



５.見直しの手順（各様式の作成）-2
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様式第２号 調査・診断の概要 劣化状況・
修繕方法

修繕個所



５.見直しの手順（各様式の作成）-3
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様式第３号 見直し・修繕積立金額、推定修繕工事項目・修繕周期等の考え方

見直し目的・
考え方

修繕項目・
周期



５.見直しの手順（各様式の作成）-4
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様式4-4 推定修繕工事費内訳書 工事費見直し



５.見直しの手順（各様式の作成）-5 
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様式第4-3号 長期修繕計画表
いつ・どんな工事を
するかの見直し



５.見直しの手順（各様式の作成）-6

17

15

様式第4-1号 長期修繕計画総括表

工事費
（支出）

積立金
（収入）

毎年の費用集計



５.見直しの手順（各様式の作成）-7
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様式第4-2号 収支計画グラフ

総括表の
集約版

積立金累計ー工事費累計＝繰越金累計

収支グラフ



５.見直しの手順（各様式の作成）-8
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様式第５号 修繕積立金の額の設定摘　要

Ａ 431,822,114

Ｂ 0

Ｃ 431,822,114

Ｄ 180,836,886

Ｅ 70,000,000 ※使用料収入等からの繰入金は、「前会計年度における使用料収入等の総額（実績）」　×　計画期間（年）を上限とする

Ｆ 0

Ｇ 0

Ｈ 250,836,886

Ｉ 180,985,228

Ｊ 35 Ｊ 0 Ｊ 0

Ｊ' 470,593,000 Ｊ' 0 Ｊ' 0

Ｋ 1,120,460 Ｋ #DIV/0! Ｋ #DIV/0!

Ｌ 管理規約による Ｌ 管理規約による Ｌ 管理規約による

Ｍ
表　住戸タイプ別
修繕積立金の額

Ｍ
表　住戸タイプ別
修繕積立金の額

Ｍ
表　住戸タイプ別
修繕積立金の額

Ｎ 2,791 Ｎ 2,791 Ｎ 2,791

Ｏ 401 Ｏ #DIV/0! Ｏ #DIV/0!

Ｐ 38 Ｐ 38 Ｐ 38

Ｑ 29,486 Ｑ Ｑ

表　住戸タイプ別修繕積立金の額 表　住戸タイプ別修繕積立金の額 表　住戸タイプ別修繕積立金の額

Ｌ　負担割合
Ｍ　修繕積立金の額
　（円／月・戸）

Ｌ　負担割合
Ｍ　修繕積立金の額
　（円／月・戸）

Ｌ　負担割合
Ｍ　修繕積立金の額
　（円／月・戸）

（Ｌ1） （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1） （Ｌ1） （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1） （Ｌ1） （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1）

0 0.0000 #DIV/0! 0.0000 #DIV/0!

0 0.0000 #DIV/0! 0.0000 #DIV/0!

0 0.0000 #DIV/0! 0.0000 #DIV/0!

【均等積立方式・段階増額積立方式兼用】

項　目

計画期間の
推定修繕工事費の累計額（円）

計画期間の借入金の償還金
（元本・利息）

支出　累計
（Ｃ＝Ａ）

修繕積立金の残高
（＋修繕積立基金の総額）

計画期間の専用使用料、駐車場等
の使用料、管理費会計からの繰入
金

計画期間の修繕積立金の運用益

計画期間に予定する一時金の合計
額

収入　累計
（Ｈ＝Ｅ＋Ｆ）

差額（円）
（Ｉ＝Ｃ－Ｈ）

設定期間Ⅰ(年） 設定期間Ⅱ(年） 設定期間Ⅲ(年）

設定期間Ⅰの修繕積立金の総額 設定期間Ⅱの修繕積立金の総額 設定期間Ⅲの修繕積立金の総額

月当たりの負担額
（J'／（Ｊ×12））

月当たりの負担額
（J'／（Ｊ×12））

月当たりの負担額
（J'／（Ｊ×12））

戸当たりの負担割合 戸当たりの負担割合 戸当たりの負担割合

修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ）
（戸当たり月当たり）

修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ）
（戸当たり月当たり）

修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ）
（戸当たり月当たり）

専有面積の合計（㎡） 専有面積の合計（㎡） 専有面積の合計（㎡）

修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ）
（㎡当たり月当たり）

修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ）
（㎡当たり月当たり）

修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ）
（㎡当たり月当たり）

住戸数（戸） 住戸数（戸） 住戸数（戸）

修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ）
平均（戸当たり月当たり）

修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ）
平均（戸当たり月当たり）

修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ）
平均（戸当たり月当たり）

住戸タイプ 住戸タイプ 住戸タイプ

Ｃタイプ Ｃタイプ Ｃタイプ

Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ

Ｂタイプ Ｂタイプ Ｂタイプ

均等積立方式の場合は使用しない

収支計算から
積立金設定

住戸タイプ別
積立金額



５.見直しの手順（修繕積立金の設定）-1

１)修繕積立金の額の見直し
①修繕積立金の積立方式
均等積立方式：計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする。

（収支グラフでは、累計が均一勾配で増える。）

段階積立方式：数年に1回修繕積立金の額を増やす。

（収支グラフでは、数年ごとに勾配が変わる。）

【注意点】

※均等積立方式による場合でも、五年程度ごとの見直しにより計画期間の推定

修繕工事費の累計の増加に伴って、必要とする修繕積立金の額が増加する

ので留意が必要。

※推奨される方式としては、均等積立方式であるが計画期間において資金不足

となる場合等には段階積立方式の採用も検討する必要がある。

20

推奨される
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５.見直しの手順（修繕積立金の設定）-2

②収入の考え方
a)修繕積立金のほか、専用庭などの専用使用料および駐車場などの使用料から、

それらの管理に要する費用に出費した残金を修繕積立金会計に取り入れる。

b)修繕積立基金または一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に

繰り入れる。

③修繕積立金の額の設定方法

a)推定修繕工事費累計額を計画期間で除し、各住戸の負担割合（総専有

部分面積に対しての住戸専有面積の割合）を乗じて月当たり戸当りの修繕

積立金の額を算定する。（単位：〇〇〇円/㎡・月）

b)大規模修繕工事の予定年度において修繕積立金の累計額が推定修繕工

事費の累計額を一時的に下回る時（積立金赤字の時）は、その年度に

一時金の負担、借入などの対応を取ることが必要。
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５.見直しの手順（修繕積立金の設定）-3

③修繕積立金の額の設定方法ー参考１

（前ページ ③-a)の考え方）
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５.見直しの手順（修繕積立金の設定）-4

③修繕積立金の額の設定方法ー参考２
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５.見直しの手順（修繕積立金の設定）-5

③修繕積立金の額の設定方法ー参考３
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５.見直しの手順（修繕積立金の設定）-6

※具体的な修繕積立金設定の参考事例

a)近隣の同規模、同時期竣工のマンションの事例を参考とする。

b)ネット上の販売物件情報を参考とする。

c)国土交通省の「マンション修繕積立金に関するガイドライン」を参考。

25

『修繕積立金額設定は、
区分所有者の負担を考慮して。』

POINT
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６.まとめ

（１）居住環境改善とこれからの長期修繕計画

【マンションの将来】

選択肢１⇒マンション建替え：建て替え可能マンションの条件は非常に厳しい。

立地条件、敷地・建物規模などの条件を模索し、

可能性の検討を推進。

選択肢２⇒マンション長寿命化：これからのマンションは質が問われる。

『魅力あるマンション』造りが求められる。

求められる住環境整備により資産価値維持向上。

選択肢３⇒マンション終活：建物や居住者の高齢化を考慮し、修繕積立金の使用

目的を見直し、取り壊し費用・清算を考える。

26
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６.まとめ

（２）長期修繕計画と次世代への提言

選択肢２の場合の修繕計画：

１回目の大規模修繕工事前のマンション：『若いうちから老後に備える！』

将来を見据えた長期修繕計画の策定を早期に行う。

２回目以降の大規模修繕工事を控えたマンション：

世代交代と「マンション再生」⇔「管理組合の再生」

１.積極的再生型：「マンション再生」に積極的に取り組む。

◆長期修繕計画の中でマンション再生を検討。

２.現状維持型：居住者の高齢化、財源の問題などで再生を積極的に行えない。

◆現状を維持しながら次世代に再生を託す。

３.無関心型：マンション維持管理に無関心層が多い。

◆建物の劣化が進行、空き家の発生、管理の崩壊。
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連絡先
・〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-14
・Tel&Fax  045-663-5459
・メール       support@yokohama-ysc.jp

●. 終わりに

28

■マンションでの困り事を話しあい、「どのように解決したらよいか」を考える場です。
■マンションにお住まいの方であれば、役員に限らずどなたでも参加可能です。
■専門家が適宜アドバイスをします。
■毎月、横浜市内18区とZOOMで開催しています。

交流会に参加してみませんか

横浜市マンション管理組合サポートセンター
横浜市マンション管理組合サポートセンターは、横浜市建築局と下記の４団体が協働して推進する事業です。
・ 一般社団法人神奈川県マンション管理士会
・ 特定非営利活動法人横浜マンション管理組合ネットワーク
・ 特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会神奈川県支部
・ 特定非営利活動法人建物ドクターズ横浜

http://www.yokohama-ysc.jp/

管理規約
どうしよう？？

私のマンションは、
大規模修繕工事が

あるのヨ、こまったなぁ～。

私のマンションは、
お金が足りないの！

その場合は、こういう
方法もありますよ！

漏水！漏水！
また、漏水。。。
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